
 

世田谷区介護サービスネットワーク（介護事業者連絡会）規約 

第 1 章 総則 
（名称） 

第１条 本会は、世田谷区介護サービスネットワーク（介護事業者連絡会）（以下「ネットワーク」と  

 いう。）と称する。 

（目的） 

第２条 ネットワークは、世田谷区において質の高い介護サービスを安定的に提供することを第一の

目的とする。この目的を達成するために、会員は、相互に協力して研修や講演会などを開催するとと

もに情報交換等を行うことで、介護職員に求められる知識と技術の向上と介護事業運営マネジメント

向上を図る。また、区内で活動する地域住民・団体、他地域の事業者団体、医療関係団体、行政など

と協働することにより、医療と介護の密接な連携と切れ目ないサービス提供を実現することを第二の

目的とする。これらの活動を通じて介護事業者及び介護職員の社会的地位向上を図る。  

（事業） 

第３条 ネットワークは、目的達成のため次の事業を行う。 

（１） 事業所スタッフの介護サービスに必要な知識と技術向上を目的とする研修等の企画実施に関す

ること。 

（２） 会員事業所間の情報交換、情報共有と連携に関すること。 

（３） 介護事業運営マネジメント向上に関すること。 

（４） 地域住民・団体、医療関係団体、行政などとの連携強化に関すること。 

（５） 他地域などの事業者団体との連携に関すること。 

（６） 事業者団体としての情報の発信に関すること。 

（７） その他、ネットワークの目的を達成するために必要な活動に関すること。 

 

第２章 会員 
（会員） 

第４条 ネットワークの会員は、次の事業者により構成する。 

（１）正会員   世田谷区民に介護サービスを提供する介護保険事業者 

（２）準会員   世田谷区民に介護関連のサービスを提供する事業者で、本連絡会の目的に賛同  

 する事業者 

（３）個人会員  世田谷区内で介護サービス及びその関連事業に従事する者で、本ネットワークの

目的に賛同する個人 

２ 会員となることを希望する事業者及び個人は、次の入会の手続きをしなければならない。 

（１）入会は、所定の「入会申込書」を第１５条の事務局に提出し、会員登録をする。 



 

３ 会員は、入会後、入会申込書の内容に変更が生じた場合は、登録内容の変更手続きをしなければ

ならない。 

４ 会員は、目的達成のための努力をしなければならない。 

５ 複数のサービスを提供している事業者にあっては、事業種別毎に会員となることができる。 

６ 個人会員はネットワークの活動に広く参加できるが、総会における議決権はもたない。 

（退会） 

第５条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その日を退会の日とする。 

（１）会員の都合により退会を申し出て、承認されたとき。 

（２）会員である事業所が、廃止または廃業されたとき。 

（３）個人会員が世田谷区内で介護サービスまたはその関連事業に従事しなくなったとき。 

２ 介護保険事業者の指定を取り消された場合は、その事由が発生した日を退会の日とする。 

（除名） 

第６条 次の各号の一に該当する場合は、運営委員会で審議し、第１４条の総会において承認された

日をもって会員資格を取り消される。 

（１）ネットワークの会員であることを悪用し、サービス利用者等に不利益を生じさせた場合。 

（２）ネットワークの名誉を毀損した場合。 

（３）会費を滞納し、督促にも応じない場合。 

（４）その他著しい非行があった場合。 

 

第３章 組織及び役割 
（役員） 

第７条  ネットワークに、会を執行する役員として、代表１名、副代表２名を置く。 

２ 代表は、会を総括し、会を代表する。 

３ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある場合はその職務を代理する。 

４ 代表、副代表は運営委員会において選任する。 

（会計責任者） 

第８条 ネットワークに、会計責任者を１名置く。 

 ２ 会計責任者は、代表が担うことができる。 

 ３ 会計責任者は、ネットワークに関する会計を総理する。 

（会計担当者） 

第９条 ネットワークに、会計担当者を２名置く。 

２ 会計担当者は、ネットワークの会計処理の事務を担当し、収入状況、予算の執行状況を運営委

員会に報告する。ただし、会計担当者はその事務の一部を第三者に委託することができるものと

する。 



 

３ 会計担当者は、運営委員会において選任する。 

（監事） 

第１０条 ネットワークに監事を２名置く。 

２ 監事は、ネットワークの会計及び会務執行状況を監査する。 

３ 会計監査の任期は、２年間とする。 

４ 監事は、運営委員会が選出し、総会で承認を受ける。 

５ 補欠により就任した監事の任期は、前任者の残任期間とする。 

（運営委員会） 

第１１条 ネットワークの円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。 

２ 運営委員の定数は２０名程度とする。ただし、運営委員の選出及び任期途中での交代、補充及

び辞任は次条で定めるところによるものとする。 

３ 運営委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

４ 交代により就任した運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 補充により就任した運営委員の任期は、他の運営委員の残任期間とする。 

６ 運営委員の中から、運営委員長及び運営副委員長を互選する。 

（１）運営委員会の委員長はネットワークの代表、副委員長はネットワークの副代表を務める。 

７ 運営委員会では、次の各号の事案を審議する。 

（１）事業計画、事業報告 

（２）会費に関わること 

（３）区との協議、意見交換が必要な事項 

（４）個別の事案に対処するための小委員会の設置 

（５）その他、会の運営にかかる重要事項 

８ 運営委員会は、委員長が召集する。 

（運営委員の選出） 

第１２条 

  運営委員は、会員事業所からの公募に応募した者及び次条に定める部会からの推薦者の中から運

営委員会が選出し、直近の総会で承認を得るものとする。 

 １ 運営委員の公募 

   運営委員会は、任期終了前の４月に次期運営委員を公募する。ただし、災害等により公募が困

難な場合は、４月以降のできるだけ早い時期に公募を行う。 

 ２ 部会からの運営委員の推薦 

   次条にもとづき設置した各部会は、運営委員を２名以内推薦する。 

 ３ 運営委員の任期途中での交代及び補充 

   運営委員会がその機能維持のために必要と認めた場合には、以下の基準にもとづき運営委員の



 

交代及び補充を決定し、直近の総会で承認を得るものとする。 

（１） 運営委員の所属する同一法人から交代の申し出があった場合。 

（２） 部会推薦運営委員の交代をその部会から申し出た場合。 

（３） 次条にもとづき新たな部会が設置された場合。 

（４） その他の事由により運営委員会が必要と認めた場合は、公募により運営委       

員の補充を行う。 

 ４ 運営委員の任期途中辞任 

   運営委員が任期途中での辞任を運営委員長に申し出た場合は、運営委員会の決定により辞任で

きる。 

（部会の設置と廃止） 

第１３条 会員から部会設置の発議があった場合、運営委員会は、以下の各号の基準合否を審議し、

基準を満たしていると判断できるときは、その部会設置を承認しなければならない。 

（１） 本ネットワークの目的達成に有効と判断できること。 

（２） 部会運営に必要な規約等を整備していること。 

（３） 代表者、副代表者、会計担当者などの役員を選出していること。 

（４） 運営委員候補者を２名以内推薦すること。ただし、役員に運営委員を含む場合は、部

会選出の運営委員を兼ねることができる。 

 ２ 部会参加者の合意により部会廃止を決議した場合、運営委委員会で決議することにより部会を

廃止することができる。 

（総会） 

第１４条 総会は、原則として５月に開催する。ただし、災害等により開催が困難な場合は、５月以

降のできるだけ早い時期に総会を開催する。 

２ 総会では、次の各号を行うこととする。 

（１） 事業計画、事業報告の承認 

（２） 予算決算及び会費の承認 

（３） 運営委員の承認 

（４） 監事の承認 

（５） その他、目的達成のための重要事項の審議、報告並びに承認 

３ 総会の議長は、出席会員の中から互選する。 

４ 総会は、代表が召集する。 

５ 総会は、出席会員（委任状も含む）の過半数で決す。 

６ やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、議長に委任することができる。 

７ 代表は、運営委員会に招集を求められた場合には、臨時に総会を開くことができる。 

 



 

（事務局） 

第１５条 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団世田谷区福祉人材育成・研修センターは、ネットワ

ークの連絡先となり一部の事務を行うものとする。 

   所在地 〒１５７－００６６ 東京都世田谷区成城６－３－１０ 

   電話番号 ０３－５４２９－３１００ ＦＡＸ０３－５４２９－３１０１ 

 

第４章 会費及び会計 
（会費等） 

第１６条 

会員は、次に定める会費を納入しなければならない。 

（１） 正会員 年会費 5,000 円 

（２） 準会員 年会費 5,000 円 

（３）個人会員 年会費 3,000 円 

２ その他必要に応じて、運営委員会の決定により会費以外の費用を徴収することがある。 

３ ネットワークの会費は、会計担当者が管理し、経費の支出については、会計責任者の決定によ

り支出する。 

（会計） 

第１７条 ネットワークの運営に必要な費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 

２ ネットワークの予算は、運営委員会の審議を経て、総会において承認を得る。 

３ ネットワークの決算は、監事の監査の後、運営委員会の審議を経て、総会において承認を得る。 

４ ネットワークの会計期間は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日までとする。 

（会費等の不返還） 

第１８条 既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しないこととする。 

 

 

附則 この規約は、平成１７年４月１日より施行する。 

附則 この規約は、平成１９年４月１日より施行する。 

附則 この規約は、平成２０年４月１日より施行する。 

附則 この規約は、平成２２年４月１日より施行する。 

附則 この規約は、平成２４年４月１日より施行する。 

附則 この規約は、平成２５年４月１日より施行する。  

 

 


